
利用にあたっての注意
①利用許可を受けた時間外の使用、利用する権利の他者への譲渡･転貸はできません。

②利用許可を受けた目的以外の利用はできません。

③展示品、貴重品の管理は主催者が行ってください。持ち込み品、看板、生花、ゴミ等は終了日に全てお引き取りください。

④施設や備品を傷つけたり紛失したりした場合は、弁償していただきます。

⑤音楽著作物を使用する場合は、（社）日本音楽著作権協会四国支部 (087-821-9191) へ必ず申請してください。

⑥火気の使用は固くお断りします。やむを得ず使用する場合は、21世紀館の了承と消防署の了承が必要です。

⑦火災･盗難･停電･その他の事故により出演者、参加者、または持ち込み品等に損害が生じた場合は、施設管理者に重大な過失がない

　限り責任を負いかねます。

⑧火災の発生等にそなえ、観客の避難誘導･緊急連絡･応急措置等についてあらかじめ打ち合わせをするとともに、整理員等を配置し、

　万一の場合にも万全の対策がとれるようにしてください。

⑨館内は禁煙です。

◆本番までの流れ◆

◆利用区分及び料金◆

   ・申請期間は、利用しようとする日 ( 連日の場合はその初日）の ６か月前から１か月前まで です。
　   ★必ずお電話等で、空き状況をお確かめください。文化の森自主事業等で使えない場合があります。

・受付は 21世紀館事務室 (3階)で行います。

　★主催者または責任者の印鑑、イベント企画書、（参加費が必要な場合は )収支計画書をお持ちください。

・受付開始日の 9:30～10:00の間に複数の申し込みがあった場合は、抽選により決定します。
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・利用を中止される場合は、所定の用紙によりお申し出ください。
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・本番２週間前頃までに職員と打ち合わせをしてください。

貸出可否の審査貸出可否及び 一般･営利の審査

・利用許可が下りている時間内で、準備･本番･撤去 ( 原状復帰 ) を終わらせてください。

　※搬入･搬出時は必ず通用口から入り、保安センター( 警備員室 )に申し出てください。開場は主催者立ち会いの上
　　警備員が行います。開場時間になっても主催者が来られない場合は開場しませんのでご注意ください。

・有料の備品(裏面参照)を使用する場合は、本番当日 (17 時まで ) に精算していただきます。

・終了後、21世紀館職員に連絡し（内線 2458）、利用人数の報告・原状復帰の確認 を行ってください。
・収支計画書を提出していただいた方は、できるだけ早く収支報告書を提出してください。

利 用 の 手 引 き

多目的活動室
会議や展示会、コンサート
など幅広い文化活動に
利用できます。

※審査完了までは貸し出しは決定されて
　おりませんのでご注意ください。

※時間帯の連続使用も可能です。この場合、中間時間 (12:00 ～ 13:00、17:00 ～ 18:00) は無料です。
※利用時間には、会場の準備 、お客様の入退場及び後始末等に要する時間も含まれます。このことを十分考慮して利用時間を決めてください。

多目的活動室使用料（展示利用の場合） 多目的活動室使用料（展示利用以外の場合）
区　分 一　般 営　利

午   前  (０９：３０～１２：００) ３，４５０ １７，２５０
午   後  (１３：００～１７：００) ５，７５０ ２８，７５０
夜   間  (１８：００～２１：００) ４，４００ ２２，０００
終   日  (０９：３０～２１：００) １３，６００ ６８，０００

区　分 一　般 営　利
午   前  (０９：３０～１２：００) ４，１６０ ２０，８００
午   後  (１３：００～１７：００) ６，７００ ３３，５００
夜   間  (１８：００～２１：００) ５，３１０ ２６，５５０
終   日  (０９：３０～２１：００) １６，１７０ ８０，８５０

【令和元年 10 月 1日料金改定】



？？Q＆A
●申請は電話でできますか？  ……電話や郵送による申請は原則として受け付けておりません。

●広報の場はありますか？ 
　　■①「文化の森から」冊子 ②文化の森ホームページ ③21世紀館ホームページ　への情報掲載
　　　　…………………希望者は締め切り日までに、専用記入用紙に記入の上 21世紀館に提出してください。

　　■チラシの設置……1 階情報プラザに設置できます。21世紀館事務室までチラシをお持ちください。

　　■立看板の設置……本番期間中のみ、正面玄関脇に看板を立てることができます。大きさは 180 ㎝ ×60 ㎝ ×4 ㎝です。
　　　　　　　　　　　　※文化の森各館の催しによって利用できない場合もありますので、ご了承ください。

　　■館内アナウンス…本番期間中のみ、イベント案内を放送できます。原稿を作成して21世紀館事務室までお持ちください。

　　　※室外の壁、柱等への貼紙は固くお断りします。

●準備は手伝ってくれますか？ …会場設営、本番の運営、片付け等は、全て主催者で行ってください。

●壁に作品を展示する方法は？ …展示用ワイヤーとフック (80セット)を貸し出しています。使用後は必ず元通りに戻しておいてください。
　　　　　　　　　　　　　　　ピン、画鋲での展示も可能です。ただし、壁を傷つけるような、くぎ･フックなどは使用できません。

●展示品の制限はありますか？ …床面に陳列する展示品の重さは300kg/㎡までです。　生花など水が必要なもの、電気を使用するものは  
                                                             必ず事前に21世紀館の承認を受けてください。不快音、高音、高熱を出すもの、悪臭を出すもの、                                     
　　　　　　　　　　　　　　　　  危害を及ぼす恐れのあるものなどの展示はご遠慮ください。

●飲食はできますか？ ……………会場内では飲食できません。館内においても、決められた場所以外での飲食は固くお断りします。

●物販はできますか？ ……………会場内での物品の販売は原則禁止とします。文化の森館内売店の利用は可能です。ご相談ください。

●資料等のコピーは可能ですか？ …当日に施設を借りている団体（個人）のみ、「複写申込書」にご記入のうえ、21世紀館事務室のコピー機
　　　　　　　　　　　　　　　　 をご利用いただけます（有料　片面１枚につき 10 円）。

●Wi-Fi は利用できますか？…メールアドレスを入力し、利用規約に同意するだけで、Tokushima Free Wi-Fi（とくしま無料 Wi-Fi）が
　　　　　　　　　　　　　　     どなたでも簡単にご利用いただけます。
　　　　　　　　　　　　　     ※1 回の利用時間は 30 分です。30 分後は再度メールアドレスの入力することで利用できます。

収容人数：約 200 人　

　　広さ：230 ㎡

　　高さ：４ｍ

　　　床：カーペットタイル

電動スクリーン
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多目的活動室

徳島県立２１世紀館
〒770-8070　徳島市八万町向寺山　文化の森総合公園

電話 088-668-1111　ファクシミリ 088-668-7196

★有料備品は、午前･午後･夜間の各区分ごとの料金です。
　ご利用になる場合は、申請書を新たにご提出いただき
　（押印が必要です）、　当日、現金でお支払いください。

★一覧にない備品はご用意ください。
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